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公 的 年 金 制 度 （ １ ０ ）  

 

加 給 年 金 額 と 振 替 加 算 に つ い て  

 

 今 回 は 、一 定 の 条 件 を 満 た す 受 給 権 者 に 加 算 さ れ る

加 給 年 金 額 及 び 振 替 加 算 を 取 り 上 げ ま す 。  

Ｑ １  自 衛 隊 を 定 年 退 職 し た 者 で す 。 3 歳 年 下 の 配 偶

者 が お り ま す 。6 5 歳 に な り 本 来 支 給 の 退 職 共 済 年 金

を 受 給 す る よ う に な る と 加 給 年 金 額 が 支 給 さ れ る

と 聞 き ま し た 。加 給 年 金 額 に つ い て 説 明 し て 下 さ い 。 

Ａ １  加 給 年 金 額 と は 、 組 合 員 期 間 2 0 年 以 上 の 人 が

6 5 歳 に な り 本 来 支 給 の 退 職 共 済 年 金 を 受 給 す る 場

合 に 、そ の 者 に よ っ て 生 計 を 維 持 さ れ て い る 6 5 歳

未 満 (注 １ )の 配 偶 者 や 子 (注 ２ )が い る と き に 退 職 共

済 年 金 に 加 算 さ れ る も の で す 。  

 注 １ ：  配 偶 者 が 6 5 歳 に な る と 配 偶 者 自 身 に 老 齢

基 礎 年 金 が 支 給 さ れ る た め で す 。  

 注 ２：  1 8 歳 に 達 し た 日 以 後 最 初 の 3 月 3 1 日 ま で

の 間 に あ る 子 ま た は 2 0 歳 未 満 で 障 害 の 程 度

が 1 級 又 は 2 級 に 該 当 し て い る 子  

 ※  生 計 維 持 関 係 に あ る か ど う か は 退 職 共 済 年 金  

の 受 給 権 を 取 得 し た 時 で 判 断 さ れ ま す 。  

 原 則 的 に は 、  

①  生 計 を と も に し て い る こ と  

②  恒 常 的 な 収 入 が 8 5 0 万 円 未 満 ま た は 所 得 額

が 6 5 5 万 5 千 円 未 満 で あ る こ と  

［ 加 給 年 金 額 ］  

配 偶 者  昭 和 1 8 . 4 . 2 以 降 生 ま れ  3 8 6 , 4 0 0 円  

子  
2 人 目 ま で 1 人 に つ き  2 2 2 , 4 0 0 円  

3 人 目 か ら 1 人 に つ き  7 4 , 1 0 0 円  

 配 偶 者 の 額 に は 、 特 別 加 算 1 6 4 , 0 0 0 円 を 含 み ま す 。 



 

加 入 年 金 額 は 、次 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 支 給

が 停 止 さ れ ま す 。  

 ①  配 偶 者 自 身 が 加 入 期 間 2 0 年 以 上 あ る 退 職 共 済

年 金 ま た は 老 齢 厚 生 年 金 を 受 け て い る と き  

 ②  配 偶 者 自 身 が 障 害 共 済 年 金 、障 害 厚 生 年 金 ま た

は 障 害 基 礎 年 金 を 受 け て い る と き  

 ③  受 給 権 者 自 身 が 加 給 年 金 額 が 加 算 さ れ て い る

老 齢 厚 生 年 金 を 受 け て い る と き  

 

［ 加 給 年 金 額 と 振 替 加 算 の 関 係 ］  

   

 

Ｑ ２  加 給 年 金 額 の 対 象 と な っ て い る 配 偶 者 が ６ ５

歳 に な る と 本 人 の 加 給 年 金 額 が な く な り 配 偶 者

に 加 算 さ れ る と 聞 い た の で す が ？  

Ａ ２  そ の と お り で す 。退 職 共 済 年 金 の 加 給 年 金 額 の

対 象 と な っ て い た 配 偶 者 が 6 5 歳 に な る と 本 人 に

加 算 さ れ て い た 加 給 年 金 額 は 加 算 さ れ な く な り

配 偶 者 の 老 齢 基 礎 年 金 に 生 年 月 日 に 応 じ た 金 額

が 振 替 加 算 と し て 加 算 さ れ ま す 。  

        ［ 振 替 加 算 の 額 ］  

配 偶 者 の 生 年 月 日  年  額  

昭 和 2 3 年 4 月 2 日 ～ 昭 和 2 4 年 4 月 1 日  9 1 , 9 0 0 円  

昭 和 2 4 年 4 月 2 日 ～ 昭 和 2 5 年 4 月 1 日  8 6 , 1 0 0 円  

昭 和 2 5 年 4 月 2 日 ～ 昭 和 2 6 年 4 月 1 日  8 0 , 1 0 0 円  

昭 和 2 6 年 4 月 2 日 ～ 昭 和 2 7 年 4 月 1 日  7 4 , 1 0 0 円  

昭 和 2 7 年 4 月 2 日 ～ 昭 和 2 8 年 4 月 1 日  6 8 , 3 0 0 円  

   振 替 加 算 の 額 は 、生 年 月 日 が 遅 い ほ ど 減 額 さ れ 、

昭 和 ４ １ 年 ４ 月 ２ 日 以 降 生 ま れ の 人 か ら は 加 算

さ れ な く な り ま す 。  


